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に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とする
ものではありません。■投資信託は、債券、株式、不動産投資信託証券（リート） など値動きのある有価証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リス
クもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用によ
る損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。

2.主要投資対象

5.信託設定日

1998/8/21

   3.主な投資制限

   4.ベンチマーク

株式への投資には、制限を設けません。

わが国の株式を主要投資対象とします。

１．基　本　方　針
日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をめ
ざして運用を行います。

２．投　資　態　度
①原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄
（225銘柄）の中から200銘柄以上※に同指数における個別銘柄
の比率と同程度となるように投資を行います。
※一部信用リスクが高いと思われる銘柄等は投資対象から除外
する場合があります。
②運用の効率性向上に努め、中長期的に日経平均トータルリ
ターン・インデックスとの乖離を最小限に抑制することを運用目
標とします。
③資金の流出入に伴って発生する取引コスト等の影響を軽減す
ること等のために取引コストの低い株価指数先物取引※等を積
極的に活用して、日経平均トータルリターン・インデックスとの連
動性の向上を図ります。
※株価指数先物取引とは
株価指数先物には、日経平均株価先物（日経225先物）、TOPIX
先物等があります。当ファンドで投資対象としている日経225先
物は日経平均株価（日経225）を対象としており、わが国では大
阪取引所、海外ではCME(シカゴ・マーカンタイル取引所）、SGX
（シンガポール取引所）などで上場・取引されています。
④株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、高位を
保ちます。
⑤当ファンドの基準価額は、株式売買時における売買委託手数
料の負担や先物価格と理論価格との乖離などによる影響によ
り、日経平均トータルリターン・インデックスとの間に若干の乖離
を生じることがあります。

   8.決算日

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の
上、信託契約を解約し、当該信託を終了（繰上償還）する
ことがあります。
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合。
・受益者のために有利であると認めるとき。
・対象インデックスが改廃の場合。
・やむを得ない事情が発生したとき。
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1.投資方針

6.信託期間

無期限

7.償還条項

以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％(税抜
0.50％)の率を乗じて得た額
内訳（税抜）
    　　 委託会社：年率0.150％
     　　販売会社：年率0.285％
     　　受託会社：年率0.065％
②株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55％
（税抜50％）未満の率＊を乗じて得た額
＊2026年5月12日現在は、品貸料の49.5％（税抜45％）以
内になります。この率を乗じて得た額につき、委託会社と
受託会社で折半します。品貸料はファンドの収益として計
上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が運用管
理費用（信託報酬）として受け取ります。

その他の費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の
費用等を信託財産からご負担いただきます。
・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用等
監査費用は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎
年2月10日（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末ま
たは信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドか
ら支払われます。
※これらの費用等は、定期的に見直されるものや売買条件
等により異なるものがあるため、事前に料率・上限額等を示
すことができません。

   10.信託報酬以外のコスト
日経平均トータルリターン・インデックス
日経平均トータルリターン・インデックスは、日経平均株価
（日経225）を構成する225銘柄の値動きだけでなく、各構
成銘柄の配当も加味した場合のパフォーマンスを示す指
数です。
「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・イン
デックス」（以下、「日経平均株価」といいます。）に関する
著作権、知的所有権、その他一切の権利は株式会社日本
経済新聞社に帰属します。株式会社日本経済新聞社は
「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものでは
なく、その誤謬、遅延または中断に関して責任を負いませ
ん。また、当ファンドについて、株式会社日本経済新聞社
は一切の責任を負うものではありません。

毎年8月10日（休業日の場合は翌営業日）

9.信託報酬
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11.お申込単位

12.お申込価額

1円以上1円単位

   13.お申込手数料

16.収益分配

毎決算日に、収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
※収益分配金は自動的に全額再投資されます。

17.申込不可日

18.課税関係

確定拠出年金の加入者におかれましては、確定拠出年金
の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

19.損失の可能性

   14.ご解約価額

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの
で、ファンドの基準価額は変動します。
これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保
証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元本を割り込むことがあります。

１．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因とな
ります。当ファンドは株式に投資をしますので、株式市場
が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因
となる可能性があります。

２．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で
売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドにおいて有価証券等を売却または取得する際
に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性
の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待で
きる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなる
ことがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
す。

３．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等
の発生は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資する株式の発行者が経営不安・倒産に
陥った場合、またこうした状況に陥ると予想される場合等
には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることが
あり、基準価額が下がる要因となります。

金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること
およびすでに受付けた購入・換金のお申込みの受付を取り消す
場合があります。また、確定拠出年金制度上、購入・換金のお申
込みができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わ
せください。

22.委託会社
ありません。

換金申込受付日の基準価額

株式会社りそな銀行
（ファンドの財産の保管および管理を行う者）
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購入申込受付日の基準価額

   20.セーフティーネットの有無

23.受託会社

   21.持分の計算

投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預
金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はありません。加えて、証券会社を通して購入していない
場合には投資者保護基金の対象にもなりません。

解約価額×保有口数
注：解約価額が10,000口あたりで表示されている場合は
10,000で除して下さい。

15.信託財産留保額

24.基準価額の主な変動要因

ありません。

アセットマネジメントOne株式会社
（ファンドの運用の指図を行う者）
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＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37
条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
せん。
○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を
手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において
市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動
性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
により、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、
換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付
けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換
金代金のお支払が遅延する可能性があります。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等に
よる決済不履行リスクを伴います。
○ 当ファンドは、日経平均トータルリターン・インデックス
に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イ
ンデックス構成全銘柄を組入れない場合があること、資金
流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれ
が生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担
すること等により、基準価額と日経平均トータルリターン・
インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドの収益分配金は、収益分配方針に基づいて
委託会社が決定しますが、委託会社の判断により、分配
を行わないことがあります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがっ
た運用ができない場合があります。

本商品は元本確保型の商品ではありません 


